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衆
議
院
議
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山
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サ
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ビ
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
遺
品
整
理
サ
ー
ビ
ス
の
規
制
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
遺
品
整
理
の
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
現
状
に
関
す
る
調
査
結
果
報
告
書
」
に
お
い
て
「
遺

品
整
理
サ
ー
ビ
ス
」
と
定
義
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
遺
品
整
理
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
独
立
行
政
法
人
国

民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
運
営
す
る
全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
に
各
地
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
登
録

さ
れ
た
相
談
件
数
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
、
遺
品
整
理
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の

状
況
等
を
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
遺
品
整
理
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
ト
ラ
ブ
ル
等
に
関
し
て
は
、
引
き
続
き
、
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
寄
せ

ら
れ
た
相
談
の
状
況
等
を
注
視
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
消
費
者
に
対
す
る
注
意
喚
起
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。
ま

た
、
法
務
省
及
び
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
死
亡
し
た
賃
借
人
の
遺
品
の
処
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

有
識
者
を
構
成
員
と
す
る
研
究
会
を
立
ち
上
げ
て
、
所
要
の
検
討
を
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
遺
品
整
理
サ
ー
ビ
ス
に
伴
っ

て
発
生
す
る
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と



 

２ 

 

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
法
に
基
づ
い
て
適
正
に
処
理
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
都
道
府
県
を
通
じ
て
市
町
村
に
対
し
、
法
違
反
が
疑
わ
れ
る
事
案
が
確
認
さ
れ
た
場
合

に
は
、
事
実
関
係
を
確
認
の
上
、
適
切
な
指
導
等
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
を
通
じ
て
市
町
村
に
対
し
、
遺
品
整
理
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
や
遺
品
整
理
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
か
ら
遺
品
整
理
サ
ー
ビ
ス
に
伴
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
問
合
せ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
廃
棄
物

が
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
定
め
る
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
従
っ
て
適
正
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
依

頼
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
法
を
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
で
対
処
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。 


